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文
教
厚
生
委
員
会

【
議
案
第
７
号
に
つ
い
て
】

問
介
護
予
防
、
日
常
生
活

支
援
事
業
等
計
画
の
具

体
的
な
方
向
性
、
課
題
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は

答
介
護
保
険
制
度
の
改
正

に
よ
り
、
包
括
地
域
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
を
29
年
度
か
ら
段

階
的
に
移
行
し
て
い
き
ま
す
。

【
議
案
第
11
号
に
つ
い
て
】

問
介
護
保
険
の
第
一
号
被

保
険
者
数
と
保
健
師
、

社
会
福
祉
士
、
主
任
介
護
支
援

専
門
員
の
人
数
は

答
介
護
保
険
の
被
保
険
者

数
は
８
、６
６
８
人
で

す
。
保
健
師
、
社
会
福
祉
士
、

主
任
介
護
支
援
専
門
員
は
各
１

名
お
り
ま
す
。
27
年
度
は
保
健

師
１
名
、
社
会
福
祉
士
２
名
、

主
任
介
護
支
援
専
門
員
１
名
を

採
用
予
定
で
す
。

【
議
案
第
14
号
に
つ
い
て
】

問
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
の
い
じ
め
問

題
対
策
連
絡
協
議
会
で
の
活
用

は

答
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
は
、
県
が
市

を
指
定
し
て
配
置
し
ま
す
。
毎

年
希
望
を
出
し
て
い
ま
す
が
、

当
市
に
は
配
置
さ
れ
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
掛
川
に
あ
る
県

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
「
あ
す
な

ろ
」
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
希

望
を
す
れ
ば
学
校
に
派
遣
し
て

く
れ
ま
す
。
26
年
度
は
１
件
希

望
が
あ
り
ま
し
た
。

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
と
は

教
育
の
分
野
に
加
え
、

社
会
福
祉
に
関
す
る
専

門
的
な
知
識
や
技
術
を

有
す
る
者
で
、
問
題
を

抱
え
た
児
童
・
生
徒
に

対
し
、
当
該
児
童
・
生

徒
が
置
か
れ
た
環
境
へ

の
働
き
か
け
や
、
関
係

機
関
等
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
構
築
な
ど
、

多
様
な
支
援
方
法
を
用

い
て
問
題
解
決
へ
の
対

応
を
図
っ
て
い
く
人
材
。

【
議
案
第
15
号
に
つ
い
て
】

問
保
育
所
条
例
の
改
正
で

定
数
を
40
名
ふ
や
す

が
、
保
育
士
は
確
保
さ
れ
て
い

る
か答

浜
岡
保
育
園
を
１
０
０

名
か
ら
１
３
０
名
に
、

白
羽
保
育
園
を
１
０
０
名
か
ら

１
１
０
名
に
定
員
を
ふ
や
し
た

が
、
現
時
点
で
の
入
園
予
定
者

数
が
変
わ
ら
な
い
た
め
、
保
育

士
は
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
議
案
第
19
号
に
つ
い
て
】

問
小
笠
掛
川
急
患
診
療
所

の
移
転
で
、
診
療
時
間

や
内
容
は
変
わ
る
の
か

答
運
営
が
掛
川
市
に
な

り
、
小
笠
医
師
会
に
委

託
す
る
た
め
、
実
質
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
。

【
議
案
第
26
号
に
つ
い
て
】

問
病
院
の
放
射
線
防
護
対

策
事
業
の
進
捗
状
況
は

答
非
常
時
に
は
、
西
３
階

部
分
を
閉
鎖
し
て
空
気

を
送
り
加
圧
状
態
に
す
る
設
備

を
造
っ
て
い
ま
す
。
工
事
は
最

終
段
階
を
む
か
え
て
い
ま
す
。

【
議
案
第
35
号
に
つ
い
て
】

問
家
庭
医
療
医
師
が
赴
任

す
る
が
、
専
門
医
師
と

の
治
療
内
容
の
違
い
は
。ま
た
、

診
療
科
目
は

答
基
本
的
に
は
赤
ち
ゃ
ん

か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、

男
性
女
性
を
問
わ
ず
、
内
科
、

皮
膚
科
、
外
科
、
産
婦
人
科
な

ど
す
べ
て
診
療
し
ま
す
。
症
状

に
よ
り
、
専
門
医
師
へ
振
り
分

け
、
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

地域包括支援センターの人員基準

包括支援事業に係る
職員配置の最低基準

第１号被保険者（65 歳以上の高齢
者）3,000 人から 6,000 人に対し、
下記の基準を原則とする。

・保健師  １人
・社会福祉士  １人
・主任介護支援専門員
  （主任ケアマネジャー）  １人

介護予防支援の人員基準

下記要件の職種のうちから、「必
要な数」を配置（左記職員と兼任
可）

［要件］
・保健師
・介護支援専門員
・社会福祉士
・経験ある看護師
・3 年以上経験の社会福祉主事

御前崎市の場合は第１号被保険者数が 8,668人のため、地域包括支援センターの
保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員は、各2人配置する必要があります。

＋

小笠掛川急患診療所
（平成 27 年４月１日開所）

[ 住　　所 ] 掛川市杉谷南 1 － 1 － 30
 （希望の丘内　中部ふくしあ棟 2 階）
 ※旧掛川市立総合病院跡地
[ 電　　話 ]	 0537 － 61－ 1299
[ 診療科目 ] 内科、小児科、外科、歯科

【
議
案
第
２
号
に
つ
い
て
】

問
他
市
町
に
比
べ
て
職
員

１
人
当
た
り
の
予
算
規

模
が
大
き
く
、
仕
事
量
の
負
担

が
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ

る
。
職
員
の
給
与
体
系
を
見
直

し
、
待
遇
改
善
を
す
べ
き
と
の

議
会
か
ら
の
意
見
書
を
踏
ま

え
、
検
討
は
し
た
の
か

答
職
員
給
与
に
つ
い
て
は

人
事
院
勧
告
に
準
拠
し

た
も
の
で
、
行
政
職
の
給
料
表

の
改
定
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

役
職
へ
の
昇
格
や
専
門
職
員
を

採
用
す
る
こ
と
で
待
遇
改
善
を

図
っ
て
い
け
る
と
考
え
ま
す
。

【
議
案
第
５
号
に
つ
い
て
】

問
消
防
団
員
の
団
員
確
保

が
非
常
に
厳
し
い
中

で
、「
あ
り
方
検
討
会
」
を
再

度
立
ち
上
げ
て
検
討
し
て
い
く

考
え
は

答
検
討
会
の
再
立
ち
上
げ

は
、
今
現
在
は
決
ま
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。
今
後
の
団
員

確
保
に
つ
い
て
は
、
本
部
役
員

や
前
団
長
な
ど
と
検
討
、
研
究

を
し
て
い
ま
す
。

【
議
案
第
12
号
に
つ
い
て
】

問
こ
の
条
例
の
制
定
に
よ

り
、
工
場
の
緑
地
面
積

を
縮
小
す
る
こ
と
は
可
能
に
な

る
の
か

答
既
存
の
工
場
も
含
め
、

緑
地
面
積
を
減
ら
す
こ

と
が
出
来
ま
す
。

【
議
案
第
33
号
に
つ
い
て
】

問
白
羽
工
業
団
地
に
入
る

資
格
の
業
種
は

答
県
が
造
成
を
し
て
売
り

出
し
た
当
初
は
製
造
業

と
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現

在
は
製
造
業
以
外
の
業
種
も
白

羽
工
業
団
地
に
入
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。

委
員
会
質
疑

総
務
経
済
委
員
会

意　　見　　書
平成 27年 3月 26日

2月定例会における総務経済委員会付託案件に関する
審査意見について

議案第 2 号　御前崎市職員の給与に関する条例の一部
　　　　　　を改正する条例の制定について

（審査意見）
条例制定によって、3年間の緩和措置後には一部

職員においては減額が生じるが、従前より市議会
においては、職員の待遇改善の申し入れがなされ
ており、平成 27年度中において、待遇改善の申し
入れに対応すべく調査研究を求める。

日時
科目

夜間（月～金） 日・祝日、
年末年始（12/30 ～ 1/3）

19:00 ～ 22:00 9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00
内 科 ○ ○ ○
小児科 ○ ○ ○
外 科 × ○ ○
歯 科 × ○ ×

診療日及び診療時間


